
S
o
le
n
o
ste

m
o
n

T
h
o
n
n
.

カ
ミ
ホ
ン
c
w
0
0
1

水
野
隆
愛
知
県
尾
張
旭
市
上
の
山
町

間
口
3
0
2
7番
地
の
１
、
財
団
法
人
若
狭

湾
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
福
井

県
敦
賀
市
長
谷
6
4号

5
2番
地
１
、
ハ
ク

サ
ン
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

愛
知
県
愛
知
郡
長
久
手
町
山
越

6
0
6

番
地

第
2
2
2
9
0号

平
成
2
3年
８
月
3
1日

〃
カ
ミ
ホ
ン
c
w
0
0
2

〃
第
2
2
2
9
1号

平
成
2
3年
８
月
3
1日

〃
カ
ミ
ホ
ン
c
w
0
0
4

〃
第
2
2
2
9
2号

平
成
2
3年
８
月
3
1日

〃
カ
ミ
ホ
ン
c
w
0
0
5

〃
第
2
2
2
9
3号

平
成
2
3年
８
月
3
1日

番
号

名

称

住

所

市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
に
対
し
て
特

定
中
小
企
業
者
の
認
定
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
期
間

5103

株
式
会
社
横
谷
温
泉

旅
館

長
野
県
茅
野
市
五
千
五
百
十
三
番
地

平
成
二
十
三
年
七
月
十
一
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
七
月
十
日
ま
で

5104

ア
ス
コ
ジ
ャ
パ
ン
株

式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
檀
渓
通
三

丁
目
十
四
番
地

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日
ま
で

5105

中
正
機
械
金
属
株
式

会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
島
之
内
二
丁

目
五
番
十
一
号

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
八
月
二
十
九
日
ま
で

5106

オ
ー
ル
サ
ッ
シ
販
売

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁

目
十
五
番
三
号

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
八
月
二
十
九
日
ま
で

5107

株
式
会
社
ラ
ラ
・
プ

ラ
ン

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
十
六

番
四
号

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
平

成
二
十
四
年
八
月
三
十
日
ま
で

5108

堺
電
子
工
業
株
式
会

社

大
阪
府
堺
市
堺
区
南
三
国
ヶ
丘
町
二

丁
二
番
一
号

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
二

十
四
年
九
月
六
日
ま
で

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

先
行
技
術
調
査
業
務

を
行
う
区
分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
先

行
技
術
調
査
業
務
を
行

う
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

第
三
号

平
成
二
十
三
年

十
月
三
日

パ
テ
ン
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー

チ
株
式
会
社

八

先
行
技
術
調
査

（
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ

ン
ト
）

パ
テ
ン
ト
オ
ン
ラ
イ
ン

サ
ー
チ
株
式
会
社

東
京
都
港
区
赤
坂
一
丁
目
９

番
３
号

東
京
都
港
区
赤
坂
一
丁

目
９
番
３
号

代
表
取
締
役

産
形

和
央

工

事

を

完

了

し

た

区

域

工
事
の
種
類

工
事
完
了
の
日

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
\
に
掲
げ
る
地
点
と
`
に
掲
げ

る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
岸
保
全
区
域
の
区
域

海
岸
保
全

施
設
の
新

設
、
改
良
及

び
災
害
復
旧

平
成
二
十
三

年
十
月
十
二
日

\

高
松
港
朝
日
町
外
防
波
堤
南
灯
台
（
北
緯
三
四
度
二
一
分
四
〇
秒
、
東

経
一
三
四
度
〇
三
分
一
九
秒
）
か
ら
二
四
三
度
四
一
分
二
、
一
〇
六
メ
ー

ト
ル
の
地
点

]

\
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
一
一
度
五
九
分
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

^

]
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
〇
〇
度
〇
〇
分
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

_

^
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
八
四
度
五
八
分
二
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

`

_
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
一
七
五
度
〇
一
分
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平成™š年˜—月˜™日 水曜日 第œ�œ�号官 報
〇
特
許
庁
告
示
第
十
七
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
九
条
の
二
及
び
第
三

十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
の
十
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き

公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
八
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

号
の
事
業
者
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
六
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
施
行
し
て
い
た
海

岸
保
全
施
設
に
関
す
る
直
轄
工
事
を
完
了
し
た
の
で
、
海
岸
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
農
林
省
・
運
輸
省
・
建
設

省
令
第
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
七
号

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第

九
百
三
十
五
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

三
ニ
中
「
東
四
条
八
丁
目
十
五
番
地
一
」
を
「
一
条
通

二
十
二
丁
目
一
番
地
百
六
十
五
」
に
改
め
、
三
ク
中
「
浅

野
本
町
二
丁
目
十
五
番
二
十
号
」
を
「
鞍
月
五
丁
目
十
七

番
地
」
に
改
め
、
三
ユ
中
「
栗
東
市
下
鈎
八
百
三
十
一
番

地
」
を
「
草
津
市
西
草
津
二
丁
目
三
番
八
号
」に
改
め
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
二
百
四
十
五
号

海
上
に
お
け
る
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日防

衛
大
臣

一
川

保
夫

日

時

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日
及
び
同
月
二
十

八
日
（
予
備
、
同
月
二
十
九
日
）
の
毎
日
〇
六

〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

四
国
南
方
の
次
の
Ê
か
ら
Ï
ま
で
の
六
地
点
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
か
ら
Ï
ま
で
の
地
点
を

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

Ë

北
緯
三
一
度
四
二
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

Ì

北
緯
三
一
度
二
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Í

北
緯
三
一
度
三
六
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Î

北
緯
三
一
度
三
六
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

Ï

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

実
施
艦

自
衛
艦
三
隻

そ
の
他

一

試
験
は
、
前
記
区
域
に
船
舶
等
が
存
在
し

な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実
施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜
間

は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
五
号

次
の
よ
う
に
高
速
自
動
車
国
道
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九

号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

中
国
横
断
自
動

車
道
岡
山
米
子

線

真
庭
市
中
原
字
恩
峪
二
二
七
番
五
か
ら
同
市
樫
西
字
寺
坂
三
六
六

四
番
二
ま
で

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日
十

五
時
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